
 

       平成３０年度     冬休みを楽しく過ごすために 

  
              

              水戸市学校・警察連絡協議会小中部会 

                             水戸市教育会生徒指導研究部 

１ 生活体験等を豊富にして，子供の自己肯定感を高めましょう。 

  ・  子供に家の手伝いをさせる。 

  ・ 地域の行事や活動，ボランティア活動に参加させる。 

  ・  安全に外で子供と遊ぶ。 

  ・ 子供と積極的に話し合ったり，ともに活動したりする機会をつくる。 
 

２  次のことについてご協力お願いします。 

 ・ 子供に，たばこや酒類を買わせないこと。 

 ・ 子供だけで，ゲームセンターやカラオケハウスなどに出入りさせないこと。 

 ・ ２３時以降の深夜外出をさせないこと（茨城県青少年の健全育成等に関する条例による）。 

 ・ オートバイや車の運転をさせないこと。 

 ・ 子供の近くにライターを置かないこと。 

 ・  訪問販売や電話による，個人情報の問い合わせには十分注意させること。 

   ＊子供だけの時の電話の対応には特に注意させること（安易に個人情報を知らせない）。 

 ・  子供を連れてのパチンコ店等の出入りをしないこと。 

 ・  携帯電話の使用やインターネットの利用については，保護者の責任のもとで安全に行うこと。 

 ・ 置き忘れているような，不審な食品を口にしないよう注意させること。 

 

３  お子さまのことでの悩み事や心配事は，次の公的機関にも相談できます。 

  ・  水戸市総合教育研究所「教育相談」       ℡ ２４４－６７３０ 

  ・  水戸市総合教育研究所「いじめ・青少年相談電話」℡ ２４４－１３４７ 

  ・  いじめ・体罰解消サポートセンター       ℡ ２２１－５５５０ 

  ・  県警少年サポートセンター           ℡ ３０１－０９００ 

  ・  県警ハイテク犯罪対策室                      ℡  ３０１－８１０９ 

  ・  子どもホットライン              ℡ ２２１－８１８１ 

  ・  茨城いのちの電話               ℡ ３５０－１０００ 

  ・  県福祉相談センター（中央児童相談所）     ℡ ２２１－４１５０ 

  ・  県教育研修センター「子どもの教育相談」    ℡ ２２５－７８３０ 

  ・  県薬務課「シンナー覚せい剤の問題での相談」  ℡ ３０１－３３８８ 
 

４  不審者に関する情報は，次のホームページに掲載されます。           
  ・  水戸市の情報…水戸市総合教育研究所（安全対策情報） 

       http://www.magokoro.ed.jp 
  ・ 茨城県の情報 … 茨城県教育委員会     http://fushinsha.ibk.ed.jp 不審者情報掲示板 
 
５ 万一，被害・事故にあったら，すぐ１１０番し，学校へも知らせてください。 
 
６ 子供の変化で気になることは，学校に相談してください。 
  （持ち物，服装，髪型，言葉づかい等） 

 茨城県風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律施行条例 

 ・ゲームセンターへは１６歳未満の年少者は午後６時までとなっております。 

 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 

 ・保護者は深夜（午後１１時から翌日午前４時）に１８歳未満の年少者を外出させないように

努めなければなりません。 

保護者のみなさまへ 

 ◎ 暴走族追放県民運動 「暴走をしない，させない，見に行かない」 

  ◎ 刃物・ナイフは 「買わない，持たない，持たせない」 

  ◎ 有害雑誌を「買わない・置かない」， ビデオ自動販売機の場所を「貸さない」 


